
吹田市環境教育における体験の機会の場の認定に関する事務の取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（平成 15 年法

律第 130 号。以下「法」という。）及び環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法

律施行規則（平成 24 年文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第 2

号。以下「省令」という。）に定める事項のほか、市長が体験の機会の場を認定するために

必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第 2 条 この要領の用語の意義は、法の定めるところによる。 

 

（認定を受けることができる者） 

第３条 認定を受けることができる者は、法第 20 条で定める者とする。 

 

（申請） 

第４条 認定を受けようとする者は、省令に定める様式第７による申請書を作成し、別表１

に掲げる書類を添付のうえ、市長に申請しなければならない。 

 

（認定） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理した際は、吹田市教育委員会と協議のうえ、法及び省

令に掲げる認定の基準に該当すると認めるときは、体験の機会の場として認定する。ただし、

大阪府暴力団排除条例（平成 22 年大阪府条例第 58 号）第２条第１号から第４号及び第６

号に該当する者は除く。 

2 市長は、前項の認定の審査のために必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求

め、又は現地調査をすることがある。 

3 市長は、第１項の認定をしたときは、申請者に様式第 1 による認定証を交付する。 

4 市長は、認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の内容等が法第 20 条第１項各号

に掲げる要件に適合しないと認める場合は、その理由を示して、その旨を申請者に様式第 2

により通知する。 

 

（有効期間） 

第６条 市長は、認定の申請に係る提供する期間を考慮して、５年を超えない範囲で、認定

の有効期間を定める。 

  

 



（変更及び廃止） 

第７条 認定を受けた者は、法 20 条第 3 項各号に掲げる事項を変更したときにあっては、

別表 2 の書類を添付のうえ、省令で定める様式第 8、認定体験の機会の場の提供を行わなく

なったときにあっては、省令で定める様式第 9 により、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

2 前項の届出は、当該変更のあった日又は認定体験の機会の場の提供を行わなくなったと

きから 30 日以内にそれぞれ行うものとする。 

 

（更新） 

第８条 法第２０条の２第２項の有効期間の更新を受けようとする者は、省令で定める様

式第 10 による申請書を市長に提出しなければならない。 

2 前項の認定の更新申請は、認証有効期間満了日の 30 日前までに行うものとする。 

3 第１項の更新申請に係る認定は、第５条各項の規定に準ずるものとする。 

 

（運営の状況の報告） 

第９条 法第 20 条の４第１項の規定による報告は、省令第 12 条に掲げる事項を記載した

報告書を、毎年度４月 30 日まで（認定体験の機会の場の提供を行わなくなったときは、当

該日から 30 日以内）に市長に提出しなければならない。ただし、当該認定に係る体験の機

会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等 4 月 30 日までの提出が困難であるとき

は、当該事業終了後 30 日以内に報告するものとする。 

 

（助言等） 

第 10 条 市長は、法第 20 条の 4 第２項の規定のほか、認定体験の機会の場の提供の適正

な実施及び運営を確保するために、必要に応じて現地調査をすることがある。 

 

（認定の取消し） 

第 11 条 市長は、法第 20 条の６第 1 項に規定する取消しをしたときは、様式第３により

通知する。 

 

（認定証の返還） 

第 12 条 認定を受けた者は、認定体験の機会の場の提供を行わなくなったとき、又は前条

による認定の取消しを受けたときは、認定証を返還しなければならない。 

 

附則 

この要領は、令和 3 年４月１日から施行する。 

 



別表１ 

 添付書類 

① 申請者が個人である場合は、その住民票の写し（発行日より３月以内のものに限る） 

②申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書（発行日

より３月以内のものに限る）又はこれらに準ずるもの 

③申請者が法第２０条第４項各号の規定に該当しないことを説明した書面 

④申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事

業の実績を記載した書類 

⑤申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 

⑥認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置

（当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。）について記載した書類 

⑦認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その

他の業務の実施体制について記載した書類 

⑧認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に

関する事項を記載した書類 

⑨認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書（発

行日より３月以内のものに限る）又はこれに準ずるもの 

⑩認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することに

ついての当該事業の実施者の同意書 

⑪その他参考となるべき事項を記載した書類 

⑫暴力団又は暴力団員、暴力団密接関係者でない旨の誓約書 

 

別表２ 

 変更した事項 
添付する書類（申請時に提出した書類

のうち変更したもの） 

①氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあって

は代表者の氏名 
別表１の①、②、③、⑫ 

②体験の機会の場の名称及び所在地 別表１の⑤、⑧、⑨、⑩、⑪ 

③当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関す

る事業の内容 
別表１の⑤、⑥、⑦、⑧、⑪ 



④認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象とな

る者の範囲 
別表１の⑤、⑥、⑦、⑧、⑪ 

⑤認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当

該体験の機会の場を提供する期間 
別表１の⑤、⑦、⑪ 

 


